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厚生労働省労働基準局 

補償課長補佐（業務担当） 

 

 

定年退職後同一企業に再雇用された労働者が再雇用後に石綿関連疾患等の 

遅発性疾病を発症した場合の給付基礎日額の算定の事例について 

 

 遅発性疾病の給付基礎日額の算定に関し、令和５年３月 29日付け基補発 0329第２号「定

年退職後同一企業に再雇用された労働者が再雇用後に石綿関連疾患等の遅発性疾病を発症

した場合の給付基礎日額の算定に関する取扱いについて」により、就労実態に即して、労

働基準監督署において適切に判断するよう指示されたところです。 

ついては、今後の判断に資するものと考えられる、本省に報告のあった事案のうち典型

的な事例や、労働保険審査会の裁決例を別添のとおり示すので、適切に事務処理を行われ

るようお願いします。 

 

 

 

  



 

別添 

 

 

【事例１】（定年退職時において最終ばく露事業場を離職したものとして取り扱う事例） 

被災者は、入社後、石綿ばく露作業に従事していたが、定年退職の翌月から同一企業

に再雇用され、再雇用後の在職中に悪性胸膜中皮腫と診断された。 

被災者は定年退職後に嘱託社員となり、役職を解かれた。被災者の定年退職後の作業

内容や１日の勤務時間に大きな変化はなかったものの、休日は週休２日から週休３日に

変更された。また、給与面では、各種手当の支給がなくなったほか、基本給が月給制か

ら日給制に変更され、定年退職前の約５割程度となった。さらに、被災者は、嘱託社員

となってからは石綿ばく露作業に従事していなかった。 

これらのことを検討すると、正社員であった時と嘱託社員であった時とでは、就労実

態が大きく異なっており、定年退職を契機として一旦会社を離職し、その後、新たに会

社と従前とは異なった内容の労働契約を締結して、会社に再雇用されたものとして取り

扱うべきものと判断される。したがって、被災者は、定年退職時において最終ばく露事

業場を離職したものとして取り扱うことが相当と認められる。 

 

【事例２】（定年退職時において最終ばく露事業場を離職したものとして取り扱う事例） 

被災者は、石綿ばく露作業に従事していたが、定年退職の翌日から同一企業に再雇用

され、再雇用の退職後から３年後悪性胸膜中皮腫と診断された。 

被災者は定年退職後に契約社員となり、役職を解かれた。被災者の定年退職後の作業

内容や出勤日数に大きな変化はなかったものの、時間外労働に従事することがなくなっ

た。また、基本給は定年退職前の約７割程度となった。さらに、被災者は、契約社員と

なってからは石綿ばく露作業に従事していなかった。 

これらのことを検討すると、正社員であった時と契約社員であった時とでは、就労実

態が大きく異なっており、定年退職を契機として一旦会社を離職し、その後、新たに会

社と従前とは異なった内容の労働契約を締結して、会社に再雇用されたものとして取り

扱うべきものと判断される。したがって、被災者は、定年退職時において最終ばく露事

業場を離職したものとして取り扱うことが相当と認められる。 

 

 

【事例３】（石綿ばく露作業に定年再雇用後も従事していた事例） 

被災者は、入社後、石綿ばく露作業に従事していたが、定年退職の翌月から同一企業

に再雇用され、再雇用も退職した後に石綿肺（管理４）と診断された。 

被災者は定年退職後に嘱託社員となり、一定程度賃金が減少したものの、作業内容等

に変更は認められなかった。また、被災者は、正社員時だけでなく、嘱託社員へと変更

された以降も、石綿ばく露作業に従事していたことが認められた。 

これらのことを検討すると、正社員時に引き続き、石綿ばく露作業にも従事していた

ものであり、被災者は、定年再雇用後の退職時において最終ばく露事業場を離職したも

のとして取り扱うことが相当と認められる。 



平成２７年労第４３０号

主  文

労働基準監督署長が平成○年○月○日付けで再審査請求人に対してした労働者災 

害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）による休業補償給付の支給に関する処分は、

これを取り消す｡

理  由

第１ 再審査請求の趣旨及び経過

１ 趣  旨

再審査請求人（以下「請求人」という。）の再審査請求の趣旨は、主文同旨の

裁決を求めるというにある。

２ 経  過

請求人は、昭和○年○月○日、Ａ所在のＢ会社（以下「会社」という。）に組 

立工として雇用され、アスベストパッキンの加工作業等に従事し、平成○年○月

○日に定年退職したが、翌○月○日から平成○年○月○日まで契約社員として会

社に勤務した。

請求人は、同年○月頃から息切れがするようになり、同月○日、Ｃ診療所に受

診したところ「熱中症の疑い」と診断された。しかし、翌朝体調がすぐれなかっ

たことから、Ｄ病院に転医し検査したところ、肺に水が溜まっていたため○日間

の入院加療を受けた。その後、同年○月○日、Ｅ病院に受診し、同月○日に胸腔

鏡下悪性腫瘍手術を受けた結果、「悪性胸膜中皮腫」（以下「本件疾病」という。）

と診断された。

請求人は、本件疾病は業務上の事由によるものであるとして、労働基準監督署

長（以下「監督署長」という。）に休業補償給付を請求したところ、監督署長は、 

本件疾病は業務上の事由によるものであると認め、給付基礎日額を○円として、

これを支給する旨の処分をした。

請求人は、この処分の給付基礎日額を不服として、労働者災害補償保険審査官

（以下「審査官」という。）に審査請求をしたが、審査官は、平成○年○月○日

付けでこれを棄却したので、請求人は、更にこの決定を不服として、本件再審請
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求に及んだものである。

第２ 再審査請求の理由

（略）

第３ 原処分庁の意見

（略）

第４ 争 点

本件の争点は、休業補償給付に関する処分における給付基礎日額が監督署長にお

いて算出した○円を超えるか否かにある。

第５ 審査資料

（略）

第６ 事実の認定及び判断

１ 当審査会の事実の認定

（略）

２ 当審査会の判断

（１）請求人の本件疾病が確認された日（以下「診断確定日」という。）について

は、Ｆ医師が、平成○年○月○日労働基準監督署受付の意見書において、「Ｃ

診療所初診日の平成○年○月○日とするのが適切である。」旨の意見を述べて

いることから、当審査会としても、診断確定日は、平成○年○月○日とするこ

とが相当であると判断する。

（２）ところで、労働者災害補償保険法第８条によると、給付基礎日額は労働基準

法（昭和２２年法律第４９号）第１２条の平均賃金に相当する額とすることと

され、当該平均賃金を算定すべき事由の発生した日（以下「算定事由発生日」

という。）については、「疾病の発生が確定した日」すなわち診断確定日とす

る旨定められている。そして、労働者が診断確定日においてすでに疾病発生の

おそれのある作業に従事した事業場を離職している場合には、行政実務上、労

働者がその疾病の発生のおそれのある作業に従事した最後の事業場を離職した

日（賃金の締切日がある場合は直前の賃金締切日。以下同じ。）以前３か月間

に支払われた賃金により算定した金額を基礎とし、算定事由発生日までの賃金

水準の上昇を考慮して当該労働者の平均賃金を算定することとされており（昭

和５０年９月２３日付け基発第５５６号及び昭和５３年２月２日付け基発第５

７号。以下「通達」という。）、当審査会においても、その取扱いは妥当なも

- 2 -



のと判断する。

（３）そこで、請求人が本件疾病の発生のおそれのある作業に従事した最後の事業

場（以下「最終ばく露事業場」という。）を離職した日について検討すると、

以下のとおりである。

ア 本件疾病の診断確定日は平成○年○月○日であるところ、請求人は、平成

○年○月○日に会社を定年退職し、その翌日である同年○月○日から平成○

年○月○日まで契約社員として会社に雇用されていることから、監督署長は、

定年退職後も雇用の継続性が認められるとし、契約社員を退職した平成○年

○月○日をもって最終ばく露事業場を離職した日として給付基礎日額を算

定している。

イ しかしながら、定年退職後、請求人は、正社員から契約社員へと変更され

るとともに、班長の役職も解かれている。また、請求人の給与明細書などに

記入された同人の就労実態をみると、１日の労働時間に変更は認められない

ものの、１か月当たりの勤務日数は正社員当時○日前後であったものが、契

約社員となってからは○日となり、時間外労働や休日労働にも従事していな

い。さらに、給与面においては、正社員当時は基本給のほか資格手当等多く

の手当が支給されていたが、契約社員になると、基本給と通勤手当が支給さ

れているにすぎず、基本給についても○円から○円へと大幅に変更されてい

る。

なお、請求人は、契約社員となってからは、石綿にばく露される作業には

従事していない。

ウ このように、正社員であった時と契約社員であった時とでは、就労実態が

大きく異なっていることからすると、請求人は、定年退職を契機として、一

旦会社を離職し、その後、新たに会社と従前とは異なった内容の労働契約を

締結して、会社に改めて再雇用されたものとみるのが相当である。

エ そうすると、当審査会としては、本件における上記通達の適用に関しては、

請求人は、定年退職時において、最終ばく露事業場を離職したものとするの

が相当であると判断する。

（４）以上からすると、請求人の休業補償給付に係る給付基礎日額については、正

社員であった平成○年○月○日以前３か月間に支払われた賃金により算定した

金額を基礎とし、算定事由発生日までの賃金水準の上昇を考慮して算定するこ
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ととなるから、監督署長が算定した給付基礎日額を上回ることは明らかである。

なお、再審査請求代理人（以下「請求代理人」という。）は、職業がんなど

の遅発性疾病を発症した労働者に係る給付基礎日額について、整合性のある算

定の仕方を検討及び整理するよう関係部署に対して勧告してほしい旨主張し、

本件公開審理においても同旨を述べているが、当審査会は、労働者災害補償保

険の給付に関し、労働基準監督署長がした処分の適否を審査する機関であり、

請求代理人の主張を採用することはできない。

３ 以上のとおりであるから、監督署長が給付基礎日額を○円として算定した額に

よる休業補償給付の支給に関する処分は妥当ではなく、取消しを免れない。

よって主文のとおり裁決する。
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平成３０年労第１９６号  

 

 

主  文 

本件再審査請求を棄却する｡ 

 

事実及び理由 

第１ 再審査請求の趣旨 

再審査請求人（以下「請求人」という。）の再審査請求の趣旨は、労働基準監督

署長（以下「監督署長」という。）が平成○年○月○日けで請求人に対してした労

働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号。以下「労災保険法」という。）に

よる休業補償給付、遺族補償給付及び葬祭料（これらを併せ、以下「休業補償給付

等」という。）の支給に関する処分を取り消すとの裁決を求めることにある。 

第２ 事案の概要 

１ 請求人の亡夫（以下「被災者」という。）は、平成○年○月○日、Ａ所在のＢ

会社（以下「会社」という。）に雇用され、電工として電気配線パトロール、施

設の電気配線工事に従事していた。 

２ 被災者は、石綿ばく露作業により悪性胸膜中皮腫（以下「本件疾病」という。）

を発症したとして療養補償給付を請求したところ、平成○年○月○日に被災者が

死亡した後、監督署長は本件疾病を業務上の事由によるものと認め、同給付を支

給した。 

３ 被災者の死亡後、請求人が休業補償給付等を請求したところ、監督署長は、請

求人を受給権者と認め、給付基礎日額を○円としてこれらを支給する旨の処分を

した（以下「本件処分」という。）。 

本件は、請求人が、本件処分の給付基礎日額を不服として、同処分の取消しを

求める事案である。 

４ 請求人は、労働者災害補償保険審査官（以下「審査官」という。）に対し審査

請求をしたところ、審査官が平成○年○月○日付けでこれを棄却する旨の決定を

したことから、更にこの決定を不服として再審査請求をした。 

第３ 当事者の主張の要旨 

１ 請求人 

SEGBI
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　<参考資料>　 労働保険審査会裁決  （平成30年労第196号）
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   （略） 

２ 原処分庁 

（略） 

第４ 争  点 

本件処分における給付基礎日額が、監督署長において算出した○円を超えるか。 

第５ 審査資料 

（略） 

第６ 理  由  

１ 当審査会の事実認定 

（略） 

２ 当審査会の判断 

（１）被災者の本件疾病の発症日は、被災者が病理組織診断により本件疾病の確定

診断を受けたＣ病院の初診日である平成○年○月○日であると判断される。 

（２）ところで、労災保険法第８条によると、給付基礎日額は労働基準法（昭和２

２年法律第４９号）第１２条の平均賃金に相当する額とすることとされ、当該

平均賃金を算定すべき事由の発生した日（以下「算定事由発生日」という。）

については、「疾病の発生が確定した日」すなわち診断確定日とする旨定めら

れている。そして、労働者が診断確定日において既に疾病発生のおそれのある

作業に従事した事業場を離職している場合には、行政実務上、労働者がその疾

病の発生のおそれのある作業に従事した最後の事業場を離職した日（賃金の締

切日がある場合は直前の賃金締切日。以下同じ。）以前３か月間に支払われた

賃金により算定した金額を基礎とし、算定事由発生日までの賃金水準の上昇を

考慮して当該労働者の平均賃金を算定することとされており（昭和５０年９月

２３日付け基発第５５６号及び昭和５３年２月２日付け基発第５７号）、当審

査会においても、その取扱いは妥当なものと判断する。 

（３）請求人は、被災者は平成○年○月に会社に再雇用されたものであり、平成○

年○月○日の当審査会裁決に準じて、再雇用前の賃金額で平均賃金を算定すべ

きである旨主張するので、以下検討する。 

ア 被災者が、会社を退職した後に再雇用されたものであるか否かについて、

Ｄ部長代理は、平成○年○月○日作成の電話聴取書において、被災者は特殊

技能者であり、６５歳を超えても継続雇用しており、再雇用ではなかった旨
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述べている。 

イ 当審査会では、被災者の実態として、一旦会社を離職した後の再雇用であ

ったと判断し得るか否かについて精査する必要があると判断し、被災者が会

社の定年年齢とされる６０歳に到達した時期に適用されていた就業規則の提

出を会社に求め、検討した。 

同就業規則第○条ただし書には、定年後の勤務について、「勤務延長する

か嘱託として再雇用することがある。」と規定されており、会社には、定年

後の勤務形態として勤務延長と再雇用の２つの制度があったことを確認した。 

ウ そこで、被災者がいずれの形態にて勤務を続けていたものであるかについ

て検討すると、まず、賃金については、定年の前後においては変動していな

いものの、平成○年○月から、基本給の額が○円低くなっていることが認め

られる。 

この点、Ｄ部長代理は、作業内容において、年齢が進むにつれ、高所での

作業をさせない等の制限があり、継続雇用者も作業内容の変化に伴って賃金

額が変動する可能性があるとしている。当審査会では、当該被災者の業務内

容の変化が賃金額の変動につながったものであるか否かについて精査したと

ころ、年齢とともに、明らかに電気工事業務に従事する日数は減少しており、

６３歳である平成○年○月○日には０日となっていることを確認した。この

点、Ｄ部長代理は、被災者の賃金減額の理由について、被災者の担当業務が

電気工事よりも市電の巡回が増えたためと述べており、平成○年○月時点で

の賃金額の変化は、被災者の業務内容の変化に伴うものであったと判断する

ことが相当であるとの結論に達した。 

エ 次に、退職金についてみると、退職金規定において、従業員が退職した場

合は退職金を支給するとされているところ、被災者の死亡時まで、会社から

被災者へ退職金が支払われたとの記録は確認できない。 

オ さらに、社会保険の取扱いについて、再雇用時には、被保険者資格喪失届

及び被保険者資格取得届を同時に届け出ることとされているところ、基本給

額が減額となった平成○年○月分とその前月分の健康保険料及び厚生年金保

険料についてみると、両者の保険料に変動はなく、平成○年○月時点におい

ては上記の手続は行われていないものと認められる。 

カ 以上のことから、当審査会においても、決定書理由に説示するとおり、被
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災者は、定年後勤務延長により勤務を継続していたものとみることが相当で

あり、離職後新たな雇用契約を締結したものと判断し得た前記平成○年○月

○日裁決とは明らかに事実関係が異なるものといわざるを得ないものである。 

 （４）したがって、当審査会は、被災者は会社を離職しておらず、監督署長が算定

した休業補償給付等に係る給付基礎日額については誤りがなく、妥当なもので

あると判断する。 

３ 結  論 

以上のとおり、本件処分は妥当であって、これを取り消すべき理由はないから、

請求人の本件再審査請求を棄却することとして、主文のとおり裁決する。 

 


